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★インボイス制度への対応★ 

  

2023 年 10月 1 日から、インボイス制度がスタートします。インボイス制度とは、仕入

税額控除を行う場合、適格請求書（適格請求書発行事業者として登録された事業者が発行

する一定の事項を記載した請求書等）の保存がある場合のみ、仕入税額が控除対象税額と

されるものです。 

今月は、適格請求書の発行ができる登録事業者と発行ができない非登録事業者に区分

して、その対応を紹介します。 

 

１，適格登録事業者の対応 

（１）適格請求書発行事業者になるための登録申請 

仕入税額控除ができるのは、国に登録申請書を出し、登録を受けた「適格請求書

発行事業者」（以下「適格事業者」という）に限られます。 

まだ、この登録申請を行っていない場合には、令和 5年 9 月 30 日までに行えば

10月 1 日から適格事業者となることができます。           

（２）仕入先等の登録の確認 

    仕入先、外注先、経費等の支払先（以下「仕入先等」という）が、国に「適格請

求書発行事業者」として登録を受け、その登録番号が納品書、請求書、領収書又は

契約書（以下「請求書等」という）に記載され、記載された請求書等を保存してい

る場合に、仕入税額控除ができます。 

    そこで、既存の仕入先等が適格事業者として国に登録されているかの確認をする

とともに、新たな仕入先と取引する場合には、その登録を確認し、請求書等に記載

された登録番号が正しいかどうかを確認して下さい。 

   ①法人の仕入先等 

     国税庁の検索サイトにおいて、仕入先等の会社名、法人番号から登録があるか

どうか、また登録番号を確認できます。 

   ②個人事業者である仕入先等 

     個人事業者名（又は屋号）の場合、個人情報との関係から国税庁の検索サイト

において確認できない場合がありますので、直接、個人事業者に確認して下さ

い。 

（３）適格請求書の準備 

    仕入税額控除ができる適格請求書とは、法定の事項が記載された請求書等をいい

ます。この法定記載事項とは、次のものであり、その記載は、請求書や領収書の単



体で法定事項を記載したり、納品書と請求書と合わせて法定事項を記載したり、ま

た契約書と支払明細書を合わせて法定事項を記載することもできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）消費税額の端数処理 

    これまで、消費税額の端数処理は、商品ごとの端数処理、納品書の段階での端数

処理、請求書段階での端数処理等自由にできました。 

    しかし、10 月 1日からは、適格請求書単位で、税率ごとに 1 回のみしかできませ

ん。このため商品ごと等の端数処理はできなくなりますので注意が必要です。 

（５）振込手数料等の処理 

    仕入代金等を支払う場合、請求金額から振込手数料を控除して支払う場合と請求

金額から振込手数料を控除しないで、振込手数料を別途負担する場合があります。 

   ①請求金額から振込手数料を控除して支払う場合 

     この場合、振込手数料は、売上先にとり「売上の値引」となりますので、仕入

代金等を支払う適格事業者は、適格返還請求書を売上先に交付する必要がありま

す。 



     ただし、1回の「売上の値引」の金額が 1万円未満の場合には、適格返還請求

書の交付が免除されます。通常、振込手数料は、1 万円未満であることから適格

返還請求書の交付は不要となります。 

     なお、この場合の振込手数料は、消費税の計算上、仕入事業者にとり課税仕入

のマイナスとなり、売上事業者にとり、売上のマイナスとなります。注意が必要

です。 

   ②請求金額から振込手数料を控除しないで、振込手数料を別途負担する場合 

     請求代金は全額振込み、別途振込手数料を負担する場合、振込手数料は「仕入

又は売上の値引」ではないので、適格返還請求書の交付は不要であり、また消費

税の計算上も振込手数料として仕入税額控除の対象となります。特段の注意は必

要ありません。  

（６）適格請求書書の保存が無くても帳簿のみの保存で仕入税額控除が受けられる場合 

次の場合は、適格請求書の保存がない場合でも、帳簿に一定事項異の記載があれ

ば、仕入税額控除ができます。 

   （注）一定の事項とは、取引年月日、相手先、取引内容、取引金額等（30条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）免税事業者からの仕入の場合 

    課税売上が 1,000 万円未満で、かつ適格事業者でない免税事業者からの仕入れに

関しては、仕入税額控除に関し、特例措置がありますので、帳簿に「経過措置の適

用を受ける課税仕入である旨」を記載して下さい。 

   ①仕入税額控除の特例 



     令和 5年 9月 30日までは、全て、課税仕入とされていましたが、10 月 1日か

らは、課税仕入とされず、仕入税額控除を受けることができなくなりました。 

     しかし、急に仕入税額控除ができなくなると、消費税の負担が大きいので、そ

の緩和策として、令和 11年 9月 30 日までは、一定の仕入税額控除ができます。 

イ、令和 5 年 10 月 1 日から令和 8年 9 月 30日まで・・・80％の仕入税額控除 

ロ、令和 8 年 10 月 1 日から令和 11 年 9月 30日まで・・・50％の仕入税額控除 

   ②帳簿に一定事項の記載が必要 

     通常の記載事項に加え、「経過措置の適用を受ける課税仕入である旨」を記載

する 

（８）中小事業者等に対する特例 

    上記（１）～（７）は全ての適格事業者に適用されるます。加えて、適格事業者

である中小事業者に関しては、事務負担の軽減を図るため、令和 11 年 9月 30 日ま

での間、特例措置が設けられています。 

   ①対象者 

     基準期間の課税売上 1億円未満又は特定期間（前課税年度開始から 6 ケ月間）

の課税売上 5千万円以下の適格事業者 

②特例措置 

一回の取引が、税込金額 1 万円未満の課税仕入に関しては、適格請求書の保存

が免除され、帳簿記載のみで仕入税額控除ができます。 

 

２，非登録事業者の対応 

   非登録事業者とは、適格請求書発行事業者として国に登録されていない事業者で

す。非登録事業者には、課税売上金額が 1,000 万円未満の免税事業者と課税売上金額

が 1,000 万円以上の事業者あります。 

（１）課税売上金額が 1,000 万円以上の非登録事業者 

    課税売上金額が 1,000 万円以上の非登録事業者は、早急に適格請求書発行事業者

として国に登録することが望まれます。 

    適格請求書の発行ができないことから、取引相手である売上先は、仕入税額控除

できないため、取引金額の 10％以上の値引を要求され、また取引を拒否される可能

性があります。 

（２）課税売上金額が 1,000 万円未満（免税事業者）の非登録事業者 

    非登録事業者の多くは、課税売上金額が 1,000 万円未満の免税事業者です。 

この免税事業者には、取引の多くが課税取引であるが、その取引金額が 1,000 万円

未満の事業者と取引のほとんどが非課税又は不課税売上が多い土地賃貸、住宅賃

貸、医療・介護等の事業者に区分されます。 

（３）取引の多くが課税取引である免税事業者の場合 

   ①取引価格の引下げ要請  



     10月 1 日以降、この事業者の顧客である売上先では、この事業者からの仕入れ

に対し、仕入税額控除ができないことから仕入金額に約 10％の消費税額の負担が

増加します。 

     10％の負担増加の原因は、仕入先である免税事業者が適格事業者として登録し

ないことにあることから、多くの場合、取引価格の引下げ又は取引の停止を求め

る可能性があります。 

   ②適格事業者への登録 

     法人事業者間の取引において、下請法や公取法等の適用を考えた場合、5％～

8％程度の値下げ要請が想定できます。 

値下げ要請を受けた場合、適格事業者に登録した方がキャッシュフローは多く

なる場合があり、適格事業者への登録を検討することが望まれます。 

    （例）下請加工事業者の場合 

        年間課税売上 700 万円、課税仕入 300 万円（補助材料、燃料費、水道光

熱費、消耗品、通信費、事務用品等）とした場合 

       イ、原則方式   納付税額＝（700 万円－300 万円）×10％＝40万円 

       ロ、簡易課税方式 納付税額＝700×10％×40％＝28 万円 

       ハ、売上先からの値引 5％＝700×5％＝35 万円 

       ニ、売上先からの値引 8％＝700×8％＝46 万円 

5％の値引要請の場合には簡易課税方式を選択するとこで、35万円－28 万円

＝7万円のキャッシュ増加となり、8％の値引要請の場合には原則方式でも

46万円－40万円＝6万円のキャッシュ増加となります。 

       加えて、原則方式の場合、事業用の車両や機械装置を購入する場合には車

両や機械装置にかかる消費税を控除でき、簡易課税方式の場合でも一時的に

原則方式に変更することで、消費税を控除できます。 

（４）取引の多くが非課税取引又は不課税取引である免税事業者の場合 

一般には、免税事業者を選択したほうが、消費税の負担ないことからキャッシュ

は増加します。 

しかし、課税売上となる取引がある場合、売上先からの要請で適格事業者に登録

を拒否した場合、取引を断られ、また値引きを要請されることが想定されるので、

適格事業者に登録することを検討することが望まれます。 

また、課税売上（店舗用の賃貸等）のため、建物を取得する場合には、適格事業

者に登録することで、建物にかかる消費税の還付が受けられます。 

★事務所から★ 

7 月に、インボイス制度、電子取引データの保存に関し、説明会を開催し、また不参加

のお客様等には、説明会資料を送付させていただきました。インボイス制度、電子取引デ

ータの保存等に関し、ご不明な点があれば、是非、当事務所までご相談いただけらば幸い

に存じます。          （公認会計士辻中事務所、税理士法人みらい） 


